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午前１０時００分 開議

○議長（舩見亮悦君） 出席議員は定足数に

達しておりますので、３日目の本会議を開き

ます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第３号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 市政に対する一般質問

○議長（舩見亮悦君） 日程第１ 昨日に引

き続き、市政に対する一般質問を行います。

３番加澤明議員の登壇を願います。

○３番（加澤 明君） おはようございま

す。

みさわ未来の加澤明です。通告に従いまし

て質問させていただきます。

まず最初に、人口減少対策について。

近年、少子高齢化が進む中、各地方自治体

において、人口減少問題は、まちづくりや行

政運営をしていく中で、重要な問題点、課題

となり、その対策として、単に少子化だけが

問題点ということではなく、定住人口の確保

や人口流出を防ぐ対策、また、人口流入を図

る施策などを考え、まちづくりをしていると

思います。

三沢市においても、三沢市総合振興計画の

後期基本計画の中の推進の視点の中で、「市

民の皆様が住みやすい三沢市、住み続けたい

三沢市を目指し、特に定住人口の確保に注目

し、計画終了年度の目標人口を４万人に設定

します」とありますが、人口推計では、平成

１７年から平成２２年までの三沢市の人口減

少率は２.７％減、青森県平均で４.４％減、

このことを踏まえ、三沢市では、２９年度の

人口は３万８,７３８人から３万９,５１８人

となり、その後も人口減少が著しく進行する

と行政側でも予測しています。

しかし、これからすると、市の２９年度の

目標人口４万人は、プラス志向の数値かもし

れませんが、逆に考えると非常に消極的な数

値ではないでしょうか。

現時点において人口を増加させることは困

難ですが、その減少幅を最小限にとめる努力

をしなければなりません。

また、最近の傾向として、通勤・通学、買

い物、通院などは容易な三沢市で、住宅は、

周辺２町での宅地造成による安価な宅地の購

入をして、家を建築する若年者や自衛官など

の人口の流出の傾向がどんどん進んでいる

中、特に、私はこれからの後期基本計画の各

種の目標値をより近いものにするためにも、

この人口減少問題対策が最重要課題の一つと

考えます。

そこで、質問いたします。市長は、前期基

本計画の中の定住化対策で、平成２１年度か

ら三沢市土地開発公社による、全１４６区画

の南ニュータウン分譲地販売を開始し、ま

た、ソフトの部分でも地産地消わんぱく家族

米支給など、数々の施策を実施して、好評

だったと承知しております。

そこで、このような前期基本計画の定住化

施策の成果がどのようになっているのか、ま

た、それを生かして、後期基本計画でどのよ

うな人口減少問題に対応した定住化施策、例

えば新たな宅地開発などの実施計画があるの

かをお伺いします。

次に、教育問題について。

昨日、野坂議員や髙橋議員が体罰等につい

てなどの教育委員会の見解を質問いたしまし

たが、私なりに引き続き質問させていただき

ます。

私たちの子供のころと生活環境が大きく変

化した今の生活環境は、地方も都市化現象の

進行が進み、地域住民の連帯感の希薄化、家

庭の孤立化となって、地域での教育機能低下

を引き起こしている原因になっているそうで

す。

また、私の調べた文部科学省の見解では、

教員等は、児童・生徒への指導に当たり、い

かなる場合においても身体に対する侵害、殴

る、蹴る等肉体的苦痛を与える懲戒、正座、

直立等特定の姿勢を長時間保持させる等であ

る体罰を行ってはならないとある中で、教育

問題の中のいじめや体罰、また、不登校やひ

きこもり、このような問題は、学校内の諸問
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題の中でも繊細かつ重要な問題だと思いま

す。

特に最近では、オリンピックスポーツ指導

の中での暴力問題、パワーハラスメントなど

が新聞や報道などで論じられるなど、学校教

育の中においても人ごとではありません。

また、２３年の少年非行の特徴として、県

全体での刑法犯罪は減少しているものの、三

沢地区管内では、１４歳未満の少年が引き起

こす犯罪が増加しているとあります。２４年

度は、１４歳未満の触法少年は低下している

ものの、１４歳以上二十未満の犯罪少年は増

加しています。

これらの二つを合わせた刑法犯少年の学職

別で見ると、６１名中小学生が５人、８％、

中学生が１６人、２６％、高校生が３４人、

５６％、ほかとなっています。この数値から

見ても、小中学生合わせて２１名、３４％と

いう数値は決して低いものではありません。

以上、これらの観点から質問いたします。

後期基本計画の中に、「学校教育の指導の

充実」として、「いじめや不登校をはじめと

して、児童・生徒が抱えるさまざまな課題に

ついては、学校側が的確に分析・把握するよ

うに努めます」とあり、また、「課題解決や

ケアには、学校や関係機関が共通の認識を持

ち、連携して取り組みます」となっている

が、それを踏まえて、２３年、２４年度にお

けるいじめ、体罰、不登校やひきこもりの実

態がどうなっているのか、また、その対応、

施策は、具体的にどのようになっているの

か、お伺いします。

次に、許されない指導の範囲の状況や指導

者の指導力向上のためにも、部活動指導にお

ける暴力問題、パワーハラスメントなどの調

査を実施するべきと考えるが、現在、調査を

実施しているのか。実施していなければ、今

後どのように対応するのか、お伺いします。

最後に、三沢警察署管内の中で、平成２１

年１５人、平成２２年１９人、平成２３年２

８人、平成２４年は１０人となっている、刑

罰法令に触れる行為をした１４歳未満の触法

少年に対して、教育委員会はどのような対

応・対策を講じているのか、お伺いします。

以上、この質問に対しての答弁をよろしく

お願い申し上げます。

○議長（舩見亮悦君） ただいまの３番加澤

明議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（種市一正君） おはようございま

す。

ただいまの加澤議員さん御質問の人口減少

対策についてお答えをいたします。

地方における少子高齢化や人口減少は、深

刻な社会問題となっております。議員さん

おっしゃるように、当市におきましても、平

成１２年の４万２,４９５人をピークに減少

に転じ、平成１７年から２２年までの人口減

少率は２.７％となっております。

この数字につきましては、県平均の４.４

％や県内の市部平均の３.８％の減少に比べ

れば、緩やかであるものの、当市においても

人口減少の傾向があらわれているところであ

ります。

このような中、三沢市総合振興計画の前期

基本計画期間における主な取り組みといたし

ましては、住環境の面からは、前平地区に１

４６区画を分譲する南ニュータウン整備事業

や、市内に住宅を建設する方に対し、建設費

の一部を補助する、いわゆる新築リフォーム

支援事業などの定住化施策を展開してきたと

ころであります。

また、教育面では、小中学校の耐震化工事

や、地域特性を生かした英語教育の推進な

ど、教育環境におけるハードあるいはソフト

両面の充実・整備に重きを置きながら、魅力

的に安心して学べる教育環境の創出に努めて

まいったところであります。

福祉面では、妊娠初期における相談体制の

充実や妊婦健診に係る費用面での支援を充実

させ、さらには、子育てサロン開設など、安

心して子育てができる、きめ細かな支援体制

を構築するとともに、対象を就学前から中学
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生まで拡充した子供医療費の無料化など、子

育て世代に対する積極的な支援を行ってきた

ところでもあります。

これらにつきましては、後期基本計画策定

における市民アンケートの結果などから判断

いたしましても、一定の評価をいただいたも

のと理解をしているものであります。

人口の推移につきましては、後期基本計画

でお示ししておりますように、計画終了にな

る平成２９年には３万８,７３８人から３万

９,５１８人の範囲内で推移するものと試算

しておりますが、後期基本計画の各施策を着

実に実施しながら、重点プランに掲げた「未

来を拓く人づくり」、「人が行き交うまちづ

くり」、「心安らぐ生活づくり」に関する各

種事業の効果的展開をすることで、人口の減

少をできるだけ抑制し、後期基本計画の最終

年度における目標人口を４万人と設定いたし

たところであります。

後期基本計画における具体的な取り組みと

いたしましては、市営住宅の建てかえ事業や

新築リフォーム支援事業などの定住化に関す

る直接的な施策をはじめ、子育て世代に対す

るきめ細かな支援体制の整備や、あるいは教

育環境の充実など、教育、福祉に関する施策

をこれまで以上に推進するとともに、約９２

％が売却済みとなった、いわゆる南ニュータ

ウンにかわる新たな住宅地開発なども取り組

みたいと考えております。

このことについて、少なくとも４万人を超

える定住人口を確保すべく、積極的に事業展

開してまいる所存であります。

私からは、以上であります。よろしくお願

いします。

○議長（舩見亮悦君） 教育長。

○教育長（吉田 健君） 教育問題の第１点

目、平成２３、２４年度における市内小中学

校のいじめ、体罰、不登校やひきこもりの実

態と、その対応・対策についてお答えいたし

ます。

平成２３年度と平成２４年度２学期までの

実数は、いじめ、平成２３年度２８件、平成

２４年度２９件。不登校、平成２３年度６１

名、平成２４年度５０名で、その中に、ひき

こもりとして、平成２３年度１名、平成２４

年度２名が含まれています。体罰は、平成２

３年度ゼロ件、平成２４年度は、現在１件の

報告があります。

これらについて、教育委員会の対応といた

しましては、毎月、いじめと、長期欠席児

童・生徒の調査等を実施し、実態を把握し、

その経緯、程度に応じて、個に応じた指導・

助言をしています。

また、各学校では、教育委員会が作成した

いじめ対応マニュアルや、不登校の理解と対

応を活用し、具体的に対応しています。

このほかに、小学校１校に配置のスクール

ソーシャルワーカー、中学校１校に配置のス

クールカウンセラー、そして、各中学校に配

置のこころの教室相談員、三沢市教育相談セ

ンターの教育相談員、適応指導員が児童・生

徒または保護者の悩みを受けとめ、よりよい

学校生活を送れるよう相談活動を行い、いじ

め、不登校の問題に当たっています。

次に、第２点目の部活動指導における暴力

問題等の調査についてお答えいたします。

体罰問題については、１月末に青森県教育

委員会から、体罰禁止の徹底及び体罰に係る

実態把握の調査依頼があり、当教育委員会で

は、２月の校長会にて体罰禁止の徹底と教職

員及び児童・生徒、保護者に対する体罰有無

の調査について指示しました。

本調査では、部活動指導における外部指導

者は調査対象外ですが、調査の中で、教職員

以外の外部指導者による体罰の情報があった

場合、事実を確認の上、速やかに対処するよ

う、あわせて校長に指示しております。

本調査結果は、当教育委員会が各学校から

の報告をとり、県に送付し、ただいま県教育

委員会が全体を精査中であり、数値が確定し

次第、国が公表する予定となっております。

なお、当市体育協会から、スポーツ少年団

も含めた各競技団体に対して、スポーツを指

導する際の問題解決の手段として、暴力等を
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禁ずる旨の通知が出されており、指導者の暴

力厳禁の徹底が図られているところでありま

す。

最後に、第３点目の１４歳未満の触法少年

に対しての教育委員会の対応・対策について

お答えいたします。

平成２３年は、県全体の触法少年は前年比

１０３名の減少に対し、三沢警察署管内は前

年比９名増加の２８名でした。平成２４年

は、県全体の触法少年は前年比５９名の減少

に対し、三沢警察署管内も前年比１８名減少

の１０名となっております。

教育委員会では、問題行動を起こす児童・

生徒に対し、教職員が寄り添って支える指導

のあり方について、校長及び生徒指導担当者

に対して、児童・生徒が置かれている人間関

係や家庭などの環境に適切に働きかけること

によって、立ち直りにつなげる指導をしてい

るところです。

近年、問題の多様化により、学校だけでは

解決が難しいケースもふえてきましたが、教

育委員会といたしましては、校長の要請によ

るスクールケース会議及び学校、家庭、地

域、関係機関が横の連携を密にし、問題解決

に当たることができるよう、そのかなめと

なって連携を推進し、市全体の生徒指導の充

実につなげていきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（舩見亮悦君） ３番。

○３番（加澤 明君） 再質問させていただ

きます。

まず、１点目の人口対策問題についてであ

りますが、今、市長のほうから、後期の部分

で新たな宅地分譲を考えているということが

ありました。その中で、来年度から消費税

が、今の５％が３％上がり、その次の年には

２％上がり、５％が結果的に上がる。総計で

１０％になるわけですけれども、まだこれは

確定ではありませんけれども、やはりこれが

確定してから云々となれば、今、非常にそこ

を踏まえて住宅建築ブームが来ようとしてい

るわけです。それを見てから行動を起こす

云々ではなくて、よく市長は、スピード感を

持ってというお話をします。もし宅地分譲を

考えているのであれば、具体的にどのような

時期に考えておられるのか、その辺、具体的

にもし今お考えがあるのであれば、お聞かせ

願いたいと思います。

それとあと、いろいろと学校とか教育とか

福祉とか、充実をさせて、医療費の無料化と

かをやっておられるのですが、この施策とい

うのは、非常に今どの自治体でもやっている

自治体が多いのです。だから、これをやった

から定住人口の増加という部分を考えます

と、新しい施策をどんどん取り入れていかな

ければいけないと思うのです。ほかと違った

部分で。

その中で、私、考える部分に、転入者が三

沢市に住宅を借りた場合に賃貸補助を出すと

か、視察先で見てきましたけれども、県内で

も学校給食の無料化という部分もやっている

ところが出始めています。県内では初という

ことですけれども、全国的には結構やられて

いるところがありますので、その辺のお考え

が今後あるのかどうか、それもあわせてお聞

きいたします。

それから、教育問題の部分なのですが、

今、いじめ、体罰、不登校、ひきこもりの実

態、２３年、２４年度の部分でお伺いしまし

た。これを見ますと、２３年、２４年、余り

数値的には極端な変わりはないわけですよ

ね。２８名が２９名、６１名が５０名。

その中で、学校の中でやられていることは

よくわかるのです。スクールソーシャルワー

カーですとか、こころの教室相談員、そうい

う部分で、いろいろ苦労なさって対応されて

いると思うのです。でも、結果的になかなか

減ってくれない。成果があらわれてきていな

い。そこの部分は、やはり教育委員会とし

て、今後どう変えていくべきか、どう対応を

変化させていくのか。その辺、教育長、どう

お考えなのか、答えられる範囲で結構ですの

で、考えをお聞かせください。

それから、部活動指導における体罰の部分
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なのですけれども、いろいろと体育協会とも

連携をとって対応しているという形で、県の

ほうにも報告して、県の結果を待つと。待っ

たときに、その結果が出たときに、教育委員

会のほうで、今後こういう形でやっていくと

か、検討会を設けるとか、そういう考えがあ

るのかもお伺いします。

それから、私、一番気になるのが、触法少

年の部分なのです。これは非常に少ない、全

校の子供たちの数からすれば、１％とか、少

ない数だと思うのです。でも、この少ない子

供たちも平等に教育を受ける権利があるわけ

です。そして、その環境にしてやる義務も教

育委員会にはあるわけです。

でも、実態的に、今、私が出した数字とい

うのは、刑法に反する行為をした犯罪少年の

数字です。私の手元の資料によると、これに

含まれない不良行為少年、一種の非行少年で

すね。これは年々減っているのですけれど

も、三沢署管内でも１２０人いるわけです。

そのうち高校生は５３人、中学生は４１人。

内容的にいうと、深夜の徘回、喫煙、去年

と変わっているのは、２４年中は家出が１０

人、これは２３年中はなかったのです。こう

いう部分で、子供たちの非行状況というのは

日々変化していますし、逆に、本当に外、外

という形で実態が浸透していっているわけで

す。これを学校の中だけで、いろいろな指導

員とかそういうものを配置してやられる努力

は非常に評価するのですが、やはり外の部分

にもそういう目を向けてほしい。

それこそほかの自治体なのですけれども、

外のほうにそういう青少年の補導をつかさど

るサポートセンターみたいなものを設置して

いる自治体もあるのです。これは、適切な指

導を早い段階でするために、１４歳未満の少

年を対象に、ルールを守る大切さとか、少年

自身に気づかせる面接指導を行っている、そ

ういうサポートセンターだそうです。こうい

うものをやはり三沢市も、教育委員会も、中

だけでなく外のほうにも、こういう形で何ら

かの受け皿の場所を設置する考えがないの

か、それもお伺いします。

以上です。

○議長（舩見亮悦君） 答弁願います。

市長。

○市長（種市一正君） 再質問にお答えをい

たします。

新たなニュータウン計画があるとすれば、

消費税の増税等もあり、早くやったほうがい

いのではないかというような御質問だったと

思います。

必要性については、議員おっしゃるよう

に、南ニュータウンにつきましては１４６区

画やったわけでありますが、このうち９２

％、１３５区が売却済みであります。この中

で、いわゆる市外から求めている方が２２名

ございました。主なるものは六ヶ所、おいら

せ町でありますけれども、そのほかありまし

て、２２人が購入されていると。これに家族

等を加えれば、恐らく３倍は人口的にはある

のかなと、そういう思いを持っております

が、いずれにしても、そういうことで効果が

非常に大きいと、このように思っておりま

す。

ただ、候補地はどこなのか、あるいはどう

いうふうにやるのかということについては、

まだそこまでは行っていないというようなこ

とで、消費税増税に間に合うような中では対

応できないと思っております。

いずれにしても、そういう効果といいます

か、必要性については十分あると思いますの

で、今後、いろいろな検証をしながら、どう

いう場所がいいのか、あるいは対応の仕方に

ついても十分検討して、前向きに考えてまい

りたいと思います。

以上であります。

○議長（舩見亮悦君） 教育長。

○教育長（吉田 健君） 再質問にお答えい

たします。

先ほど出されました第１点目の児童・生徒

の触法少年等の実数に対して、成果があらわ

れていないと。その原因等についてどう考え

ているのかという……。（発言する者あり）
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失礼しました。

体罰、不登校等について、件数についてど

う考えているのか。(発言する者あり)わかり

ました。済みませんでした。

広範囲に及ぶので、体罰または不登校、ひ

きこもり等についての数についての減少がな

されていない、それについてどう考えている

のかと。

実質上、数については減っている事案もご

ざいます。ふえている事案もございます。た

だ、ここ四、五年を一つのスパンと見たとき

に、個々さまざまな広範囲の、別々の子供一

人一人ではなく、ある限定された固定の子供

たちの不登校、ひきこもり、また、体罰、触

法少年等が、今この数として挙がっておりま

す。

例えば、触法少年等については、今現在

減っておりますけれども、これは市内の某中

学校と４年、５年かがりで、大変な問題が１

人の生徒を中心にして、広範囲な事故、非行

がありまして、それを学校または警察、ス

クールケース会後等という形で、多方面の

方々の御意見も聞きながら、今ようやく学校

として落ちついた状況になりつつあると思い

ます。

それから、不登校並びにひきこもり等の数

については、これもまた、個々の広い範囲

の、個人一人一人ではなく、これも小学校、

中学校と長い期間をかけて、このような状況

になっており、さまざまな要因が絡み合っ

て、さまざまな方々から助言・指導、また、

面談を行って、学校と、今、国際交流教育セ

ンターに設置しています教育相談室等で勉強

したり、また、通ったり、そこで状況を見

て、また学校に戻る。そしてまた、状況が悪

いときには、教育相談室に来て、また学校に

行けるような適応の状況を直すというような

指導の繰り返し。

これはやはり学校だけではどうにもならな

い。家庭または専門的な立場の方々から御指

導を受け、直接その子供と面談なりカウンセ

リングをして、学校に、正規の形に戻すとい

うような状況で指導をしております。

ですから、数としては、ふえたり、減った

りというような数でありますけれども、それ

は、ある特定の児童・生徒が長年、四、五年

のスパンでもって続いていると、そのような

状況でございます。

私が思うに、そういうようなときには、例

えば医療的な指導、例えば病院等での診断、

それに伴った特別な、学校と同じような施設

もございますので、そのような中で、学校へ

復帰できるような時期もまた必要ではないか

なと思いまして、今現在もそういうような形

で、教育委員会も入りまして、校長からの経

緯と状況等から学校ではどうしようもないと

いうことで、教育委員会が入りまして、その

対応に当たっているところでございます。

これは、一日にして、または、一つの形を

つくったから直るものではありません。例え

ばけがで言えば、足を捻挫している、または

折れた子供に走れと言うのと同じで、心が病

んでいるときに、すぐ学校に行きなさい、当

たり前の行動をしなさいということは、これ

は絶対できないことでありますので、これは

少し長いスパンで、１年、２年というスパン

で見ていただきたいなと思います。

いずれにしても、これは粘り強く私たちは

指導をしていかないといけない事項であると

思っております。

次に、部活動の指導ですが、今回の調査結

果から、問題があった場合、検討会等を設け

る考えがあるかどうかという再質問でござい

ますが、それについては、事案の経緯、内容

に即して、的確に指導をしていきたいと思っ

ております。

また、県教育委員会からスポーツ活動の指

針というものが出されております。それに

沿って的確に三沢市として、県の研修会等で

はなく、それが必要であれば直ちに、スピー

ド感を持って、そういうような形の会を立ち

上げ、もちろん校長会、教頭会、生徒指導担

当者会を包含した形で、それに対応すべく対

策をとっていきたいと考えております。
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第３点目、非行少年等に対して、外にサ

ポートセンターを設けたらどうかという御質

問に対してお答えいたします。

これについては、今現在、丸２年になりま

すが、スクールケース会議という形を、今現

在、教育委員会ではとっております。学校で

は処理できない事案が出てきた場合は、校長

の要請により、教育委員会がそれを受けと

め、そして、その事案にかかわる専門の方々

にお願いし、一堂に会して、そして、その子

供に対しての指導、または立ち直りをするた

めの手だてをするような形をとっておりま

す。その延長上で、サポートセンターという

ような形ができれば非常にありがたいなと私

もいつも思っております。

ただし、サポートセンター等を設置する場

合には、例えば法的な専門家、例えば医療関

係の専門家、このような方々も含めて、きち

んと組織としてしないといけません。ですか

ら、課題としては、子供を専門とするような

司法的な専門家、それから、病院等の精神内

科、特に子供を専門とするような専門家、年

に一度か二度はお呼びして、担当者の講師と

してお願いしていますが、例えば県立中央病

院の子供専門の精神内科の先生であるとか、

そういうような人がもし確保できれば、これ

からお願いをするわけですけれども、そうい

うような形が整った時点で、市長部局等にも

お願いを申し上げて設置できれば、これはス

クールケース会議を、またさらに子供のため

に、一人一人を更生させる、または、新たに

正しく学校に行けるような心の持ち方、あり

方ができる子供が育つのではないかと思って

おります。

結果的には、今のスクールケース会議プラ

ス、先ほど言いました各専門家、司法の専門

家、医学的な専門家を含めた形で体制ができ

れば、市当局にお願いを申し上げて、セン

ターというようなことを考えてみたいと思っ

ております。

以上でございます。

○議長（舩見亮悦君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 先ほど、人口減

少対策についての再質問で、転入者への賃貸

補助とか学校給食の無料化を考えてはいかが

かという再質問がございましたが、転入者へ

の配慮につきましては、現在の住民との公平

の観点から、慎重に検討してまいりたいと考

えております。

以上でございます。

○議長（舩見亮悦君） ３番。

○３番（加澤 明君） 人口減少対策に関し

ては、市長のほうからも、充実するまでには

いろいろな段階を踏まえて、時間も必要かと

いうこともよくわかります。

しかし、ほかの市町村では、近隣ではどん

どん民間を含め分譲が進んでおります。現

に、今現在も動いておりますので、これは本

当に市長、スピード感という言葉、よくおっ

しゃっていますので、これだけは本当にス

ピード感を持ってやっていただきたいと思い

ます。

そうでなければ、結局、ほかのほうに人口

が流出して終わってしまいますので、建てた

方がそれを廃棄して、すぐこっちにまた建て

直すということはあり得ないので、その辺、

スピード感を持ってやっていただきたいと思

います。

それから、教育問題なのですが、私、三つ

質問している部分に関しては、共通するもの

なのです。どれ一つとっても個々の問題では

ないのです。関連して起きている問題だと思

います。

本当に教育問題は、非常に深くて繊細で、

大変な現場だと思います。特に、私たちの時

代と違って、今の教育というのは、環境の変

化が著しいものですから、私たちが考えてい

る教育観と今の教育観というのは全く違うと

思います。その中で、教育委員会、孤軍奮闘

していると思います。

その中で、私、見ていて、いつもいじめ、

体罰、不登校、ひきこもり、それから事件・

事案、そういうものが起きてから、いつも意

外と対処していると思うのです。それがなけ



― 70 ―

れば、言葉は悪いですけれども、事なかれ主

義で、中学校、小学校を卒業してくれればい

い。私も一人の親として、そういう時代があ

りました。

だから、そういう部分で、こういう案件が

出る前に、こういう問題というのは、家庭と

か学校とか、そういう中ではなくて、現に外

のほうに多いわけなのです。だからこそ、補

導される子供たちが１２０人もいるわけで

す。学校の中で補導されているわけではない

のですから。

だから、問題事案があればスクール会議を

開く、これも一つの手法だと思います。で

も、そこに至るまで、非行の段階、このぐら

いのレベルで対処できれば発展しない場合も

あるわけです。そのためにも私はサポートセ

ンターというのは必要なものだと思います。

逆に、そういう会議とか、そういう事案が出

た後にこれを考えるのではなくて、これを防

ぐためにこれが必要だと。

サポートセンターには、警察官とか臨床心

理士とか、そういう資格を持った人間が必要

だというのもわかっています。これは経費も

かかります。これは市長部局のほうにお願い

するしかないと思うのですけれども、これは

教育委員会としても、やるべきことはきちん

と堂々と予算を市長にお願いしたらいいので

す。確保して、少なくてもこういう子供たち

を一人でも少なくする体制を整えてほしいと

思うのですが、もう一度、その見解をお伺い

します。

○議長（舩見亮悦君） 答弁願います。

教育長。

○教育長（吉田 健君） 再々質問にお答え

します。

議員さんおっしゃるとおりであると思いま

す。ただし、今現在、リスクマネジメントと

称して、例えば、気になったらすぐ動く。ま

たは、クライシスマネジメントと称して、気

づいたら、危機があったら、その対象を最小

限に抑える。これをきちんとマニュアル等で

示して、研修等で今現在実施していますが、

議員さんおっしゃるような、このような形が

できれば、気になったらすぐ対応できること

は、確かに数が減ると思います。そういうよ

うな形にできるよう、教育委員会も市長部局

等にお願いを申し上げて、考えていきたいと

思います。

以上でございます。

○議長（舩見亮悦君） 答弁漏れはないです

か。(発言する者あり)

以上で、３番加澤明議員の質問を終わりま

す。

一般質問を次に移ります。

１６番山本弥一議員の登壇を願います。

○１６番（山本弥一君） １２月議会に引き

続き、今議会の一般質問の最後を務めさせて

いただきます拓心会の山本弥一でございま

す。

それでは、ただいまより、通告に基づきま

して質問をいたします。

まず最初に、行政問題からであります。

市町村議会の会議規則には、議会は、行政

の一般事務について、議長の許可を得、質問

することなどを定めています。議員の一般質

問権は、住民主権に基づいて選挙で就任を

し、住民の抱く当該団体の行政執行について

の要望や苦情等、事務事業の管理状況などに

ついて、住民を代表して発言することは、住

民の行政監視権の一作用であります。これ

は、あえて法律で定め、これによって権限が

付与されるという性質のものではありません

が、しかし、住民を代表する議員の固有権限

であります。

一般的に議会は、批判や監視の府と言わ

れ、議員は住民に直結し、その生活環境を守

り、向上を図るために、質問を通じて行政の

執行ぶりを批判し、その事務事業の管理をは

じめ、議決の執行、そして出納やまちづくり

等の政策を論じ合い、曲がったものがあれ

ば、これを正し、足りないものがあれば、こ

れを補い、公正にして能率のよい行政を確保

するよう、住民の期待に応え、より一層の地

域社会の発展に寄与、貢献しなければなりま
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せん。

したがって、議会活動における議員の一般

質問は極めて重要な意義を有していることを

踏まえ、三沢市振興計画後期計画について３

点ほど質問をいたします。

その第１点目、後期基本計画の予算規模に

ついてお伺いをいたします。

今、我が国は、政治・経済、そして社会全

体が大きな変革の時代を迎えております。特

に、今日、我々を取り巻く社会・経済は、さ

まざまな面で複雑・多様化し、末端の地方公

共団体の使命に大きくのしかかってきており

ます。

これまでの行政は、建物や道路等のハード

な公共施設の整備に追われ、いまだ十分とは

言えないが、今後は高齢化社会を迎え、介護

をはじめ、ごみ処理等の環境問題、そして保

健・衛生などの住民に身近なソフト面を重視

し、さらに広域的なネットワークの構築、そ

して自然と調和した産業基盤の整備、また、

歴史と文化を誇る個性あるまちづくりに当

たって、新しいキャッチフレーズを創案し、

市民が大きな夢と希望を持てるような環境づ

くりが重要であります。

よって、これまでの三沢市振興計画の前期

基本計画に対し、生き生きとした躍動感を与

え、前向きの姿勢を意図とした、きらめく市

政を目指すメーンテーマ、つまり、目玉が後

期基本計画に絶対に必要であります。

これまでの基本計画づくりは、主権在民、

いわゆる市民が主人公と言いながら、担当の

職員が原案を作成し、これを限られた人員で

構成する審議会で審議し、結果的に原案を承

認するだけに終わってはいないのか。

本市を取り巻く社会環境は、農業、漁業を

はじめ、商工業や観光産業などにおいて、余

りにも多くの問題が山積しております。こう

した中、全庁挙げて各階層の市民の意向な

ど、どのような調査と研究をされて、後期基

本計画に反映されているか。

これまでの合理的な施策に当たっては、地

域の客観的現状把握や問題点を、単なる感覚

や感情を加えて、場当たり的な態度には終

わっていないのか。

例えば、農業が厳しい社会環境にあると認

識するならば、農業所得や農業経営等の農業

経済が、前年度に比較し、どう増減したか、

その基礎資料を整備して公開することが当然

であります。ほかでは白書という形で、地域

情報として、その実態を定期的に刊行して、

住民の理解と協力を求めています。

残念ながら本市では、かかる資料を公には

しておりません。当市は、県内の平均値及び

近隣町村と比較して、どこがすぐれ、どこが

劣っているのか、所得水準、財政の仕組み、

保健・衛生、産業の形態等の全てにわたっ

て、その長短を明らかにし、これを土台に後

期基本計画を描くことが重要であります。

今回の三沢市振興計画後期基本計画にどの

ような基礎資料をもとに、新しい後期基本計

画策定に生かされたのか、その取り組みと、

後期基本計画に対する市長の見解を答弁を求

めるものであります。

次に、今般、これからの本格的な高度化社

会の到来や、情報化をはじめ、国際化社会と

行政需要の高度化、また、多様化及び価値観

など、近年の社会経済情勢の著しい変化に対

応できる、新しい時代にふさわしいハードと

ソフトの両面から、調和のとれた本市のまち

づくりのための、将来を見通したという新し

い三沢市の総合振興基本計画が示されたとこ

ろであります。

だが、問題は、長引く景気不況下にあっ

て、国、地方を問わず税収が落ち込み、財源

不足を国債や地方債でカバーしているのが実

情であります。本市は多額の負債を抱え、国

の巨額の公債残高と同様に、今後の財政運営

に黄色信号を発し、公債負担で財政悪化を招

くことが心配されております。

まちづくりのためには、華々しい理想郷を

掲げることも大切であるが、何よりも大事な

ことは、市民と行政が一体となって協力し

合ってこそ理想のまちづくりが実現するもの

と固く信ずるものであります。
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まちづくりは、単に一つの部分ではなく、

総合的に考えて、ありとあらゆる部門から一

つの目標に向かって、住民も行政も力を合わ

せていくことで、そこから湧き出るエネル

ギーの結晶でなければなりません。

なぜならば、市政は、そこに住む住民のた

めのものであり、このことを念頭に、ぬくも

りのある市政運営に心がけ、住民の誰もが生

きる喜びや楽しみを実感できるようなまちづ

くりに取り組まなければなりません。

魅力あるまちには、おのずと人々が集ま

り、交流が活発化し、活力が生まれるものと

確信してやみません。そのためには、何より

も足元の財政が健全でなければなりません。

それには、市債をはじめ、人件費等の動

向、また、計画的かつ有効的運用や財政調整

を図る弾力的配慮に加え、財源の効率的な活

用と事業の厳しい選択等、全般にわたって行

財政改革を断行し、安定的財政力の確保に努

めるべきであります。

このたび、本市の総合振興計画後期基本計

画が示されましたが、この新しい後期基本計

画の推進に伴う財政収支計画が示されており

ません。

そこで、新しい振興計画に対する、今後５

年間でどのくらいの予算規模を当局では見積

もっているのか、答弁を求めるものでありま

す。

次に、２番目の基本計画の議決権について

お尋ねをいたします。

全て行政には、一つの目的意識とビジョン

と、これを達成するための計画性が必要不可

欠であります。これは、何をなすべきかと、

政策の選択と、その優先順位を定め、効率的

な運営を高めるため、総花式を排除しようと

するものであります。

もとより、総合計画はまちづくりの最高理

念であり、将来像及びこれを達成するための

施策でございます。このため、一般的に市町

村では、基本構想と基本計画及び実施計画か

ら構成されてはいるが、基本構想は、おおむ

ね１０年の長期にわたってのまちづくりの理

想やビジョン並びに政策の大綱を羅列しただ

けにとどまっています。

さらに、これを具体的に５年の期限を定め

た基本計画を策定し、実施計画は２年ないし

は３年にわたって実施する具体的政策を明示

し、毎年度の実施状況や予算等を勘案して、

時には計画内容を変更するローリングシステ

ム制を採用しています。

特に、基本計画の策定に当たっては、住民

代表による審議会等を設置し、慎重を期して

いるところであります。

問題は、基本計画づくりには、職員挙げて

時間とエネルギーを消費しながら、でき上

がった基本計画を執行権の範囲内のうちのか

がみとするだけならば、これを実現する保証

はなく、ただただ、当初だけの努力の二字に

終わってしまうおそれがあります。

現在、我々の議会の議決権は、執行権の範

囲内として及ぶことはありません。これは、

今日の時代の変化に即応したものではなく、

よって、基本計画においても議会の議決権が

及ぶよう条例で追加すべきであります。

これに対して、あくまでもこれは執行権の

範囲内で、計画の弾力性を失うなどの反論が

あるでしょうが、しかし、今日では、この基

本計画は重要で、首長の恣意に任せるべき性

格ではなく、住民に対する公約として、首長

も議会も住民の代表者として、住民福祉の向

上のため責任を負うという立場から、議会の

関与権を認め、これを批判や監視して、より

よいまちづくりの理想郷の実現のため、その

的確な執行を確保するよう、首長は議会に責

任を負う姿勢こそ、地方分権の創造の時代に

ふさわしい態度である信ずるものでありま

す。

しかし、これまで、このことを指摘して、

主張してまいりましたが、今回の後期基本計

画には実施されませんでした。まことに残念

であります。

私は、執行部局と議会がともに市民に責任

を負うという立場から考えるとき、計画は計

画として、その意義を軽視し、毎年度の予算
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措置で十分というならば、後期の振興計画が

絵に描いた餅にならないかと心配するが、こ

のたびの三沢総合振興計画後期基本計画への

議会の議決を必要としなかったその理由につ

いて、市長の所信を伺います。

次に、最後の３点目、総合振興計画と文化

行政の取り組みについてお伺いをいたしま

す。

今日、我が国の経済及び社会が欧米先進国

並みと言われるが、住民の自治意識はいまだ

に成熟していません。まちづくりといって

も、住民参加意識が薄く、他人任せといった

風潮が根強く残っていて、ただ自己の利益を

追うという傾向が多く見られます。地方分権

の時代を迎え、原点に立ち返って根本から考

え直さなければなりません。

本市は、「人とまち みんなで創る 国際

文化都市」のまちづくりを目指しているとこ

ろであります。まちづくりは、住民と行政が

一緒になって考え実行する、いわば共同作業

であります。これまでの官僚依存型から脱皮

して、住民が自分のまちに誇りを持つ斬新な

創造力を発揮しなければなりません。このた

め、失敗を恐れてはなりません。

これまでの地方行政は、官僚主導型で行わ

れ、先例やしきたり、枠内等を重視する余

り、積極性、改革、前進のアイデアを軽視

し、まあまあ主義に陥る傾向を強めてきてい

ます。

地方自治は一つの試験場だという言葉があ

ります。そのメリットやデメリットの影響

は、その自治体の範囲内のことで、ほかに及

ぶものではありません。しかもその結果は、

自治体の責任者が担い、住民の批判を受ける

だけのことであり、地方分権時代の創造と

は、このことを示唆しております。首長は、

その責任は自分にあると、積極的にアイデア

に満ちた環境づくりに努力すべきでありま

す。

これまでの地方行政の多くは、ハードの面

を重視し、生活環境や公共施設の整備等の社

会資本の整備に重点が置かれてきたが、これ

からはソフトの面をもっと力を入れて、人々

に優しい行政が要求されています。

それは、我が国は高度経済成長をなし遂

げ、近年、市民の意識が豊かさから心の潤い

や余暇を楽しむ社会へと変化してきて、これ

は本来の人間らしさや生きがいの要求であ

り、家庭をはじめ、社会全体の文化享受と創

造への願望と言ってよいでしょう。つまり、

多くの人々が心の文化的志向を求めている限

り、そこにソフトな文化行政をいかに進める

か、これからの大きな課題であります。

文化価値とは、心の豊かさを求めながら、

知的や美的な感覚を高め、これを満たすもの

でなければなりません。そのため、一人一人

が心に描く普遍的な美観を大事にし、それを

互いに組み合わせ、高めるところに文化行政

の意義があります。

一般的には、これまでの行政はかたく、冷

たく、味気ないと言われてきております。

よって、もっとソフト面に気を配る必要があ

ります。

地域の文化は、トータルな生活の営みで、

地域の風土、歴史、そして伝説等に培われ

た、あるいは伝統に培われた個性的文化活動

に参画できるよう、全ての行政部門の施策を

基本理念である国際文化都市づくりに結びつ

けなければなりません。

文化の振興は、地方公共団体を活性化する

重要な戦略の一つであります。なぜならば、

文化の魅力あふれるまちの形成が大きな効果

を持つ時代となってきているからでありま

す。

文化振興のもう一つの視点は、産業政策と

しての視点であります。つまり、文化の魅力

あふれるまちは、ほかから人・物・金を誘致

する大きな要因になります。

また、文化は、人々の生活に潤いや豊かさ

を与える大きな資産であります。世界の大都

市は、いずれも魅力的な文化の要素を持って

おります。それが住民にとって誇りとなって

きております。

また、文化は、人々の生活に潤いや豊かさ
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を与えるとともに、地域にエネルギーを与え

るすぐれた資産となります。

よって、今、文化行政は、新たなる視点に

立って、大転換に踏み切るべき時代を迎えて

おります。

そこで、文化行政を進めるに当たって、本

市の建設する公共施設に、文化向上のため１

％予算を上積みし、本市の誇れるシンボルと

なるような、文化的意識と環境づくりとあわ

せて、特色のあるまちづくりをするべきだと

私は考えるものでありますが、その取り組み

について、当局の考えを答弁求めるものであ

ります。

以上で、私の一般質問を終わらせていただ

きます。

○議長（舩見亮悦君） ただいまの１６番山

本弥一議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの山本議員

さん御質問の行政問題のうち、後期基本計画

の取り組みと予算規模については私から、そ

の他については副市長からお答えをさせます

ので、御了承願いたいと存じます。

三沢市総合振興計画後期基本計画の策定に

当たりましては、平成２３年度から作業に着

手しまして、まずは市民の方々が日ごろ感じ

ている行政問題や政策ニーズ、すなわち、行

政に何を求め、どのようなことに不満を感

じ、何を評価しているかといった事柄を的確

に把握することが重要であるとの思いがござ

いました。

このことから、公募により参加していただ

いた市民２４名から成る三沢市地域創造ワー

クショップを５回ほど開催をし、まちづくり

に関しての意見交換を行いました。

さらには、職員４７名で構成する庁内ワー

キンググループも立ち上げ、施策に対する現

状と課題、関係資料や必要な施策等、コスト

などを整理いたしました。

また、市民３,０００人を対象としたアン

ケート方式による意識調査を行いましたが、

回収率が５４％と、この種のアンケートとし

ては回収率が高く、市民の関心も高いものと

受けとめていたところであります。

これらの資料に基づき、後期基本計画を策

定したものであるわけであります。策定過程

につきましては、三沢市総合振興計画審議会

において、計画素案から計画案まで、かなり

活発で慎重な審議が行われたものでありま

す。

また、計画の素案段階での内容につきまし

ては、市議会及び各種関係団体へ説明を申し

上げ、意見交換を行う中で、計画の修正を重

ね、策定に至ったものであります。

このようなことから、この計画に対する私

の思いは、当市の基本理念であります「人と

まち みんなで創る 国際文化都市」の実現

に向けた、まさにみんなでつくった計画とし

てでき上がったものと考えているわけであり

ます。

次に、後期基本計画の基本方針にかかわる

予算規模につきましては、初年度であります

平成２５年におきましては、冒頭にも申し上

げましたが、「健康で助け合うまちづくり」

に５１億１,８３７万２,０００円、「環境と

共生し安心できるまちづくり」に１７億６,

４２９万２,０００円、「豊かな心と体を育

むまちづくり」に１５億９,２４５万１,００

０円、「働き暮らせるまちづくり」に９億

５,３２６万３,０００円、「生活に便利なま

ちづくり」に２４億９,７２２万５,０００

円、「健全で開かれたまちづくり」に３億

９,８６６万６,０００円を、それぞれ計上し

たところであります。

なお、平成２６年度以降の予算規模につき

ましては、現在策定作業中であります後期基

本計画実施計画により、計画期間中における

実施事業や予算額などを明らかにしてまいり

たいと、このように思っております。

将来にわたって持続可能な財政運営を維持

していくことが極めて重要であることは論を

またないところでありまして、私自身、三沢

市の人口規模を考えますと、震災復興にめど
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がついた暁には、２００億円程度の予算規模

が適正ではないかと思ってございます。

しかしながら、振興計画に掲げた政策を実

現するためには、有利な補助メニューの導入

や、あるいは積極的な財源確保などに意を注

ぎながら、市民の皆様と協働して、「人とま

ち みんなで創る 国際文化都市」への実現

に全力で取り組む所存でありますので、よろ

しくお願い申し上げたいと思います。

私からは、以上であります。

○議長（舩見亮悦君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 行政問題の第２

点目、基本構想の議決権についての御質問に

お答え申し上げます。

三沢市総合振興計画は、議員さんの御質問

の中にもありましたが、基本構想、基本計

画、実施計画の３項目で構成されており、そ

の基本部分である基本構想については、これ

まで、地方自治法２条４項の規定により、市

町村に対し、議会の議決を経て定めることが

義務づけられておりましたが、平成２３年５

月２日に地方自治法の一部を改正する法律が

公布され、基本構想の法的な策定義務がなく

なり、策定及び議会の議決を経るかどうか

は、市の独自の判断に委ねられることとなり

ました。

このことを踏まえ、後期基本計画について

は、基本構想のみを議決対象としていた旧法

の規定を参考とし、今回は基本計画のみの策

定でありますことから、議会の議決を要する

案件としなかったところであります。

しかし、御承知のとおり、計画策定時の素

案段階から、市議会会派別説明会を開催し、

そこで得た意見を計画に取り組んできたほ

か、先月２１日に開催していただきました市

議会全員協議会の場において、計画全体の説

明を行ってまいりました。

今後につきましては、総合計画は市の総合

的かつ計画的な行政運営の指針を示すもので

あると同時に、市民の皆さんにまちづくりの

基本的かつ長期的な展望を示し、魅力ある将

来都市像を描くものでございますので、法的

な策定義務がなくても策定すべきものと考え

ております。

法の改正前には、議決要件であったことに

鑑みますれば、５年後に新たな策定予定の次

期総合計画の基本構想についても、三沢市総

合振興計画の基本構想と同様に、議会の議決

を経ることが望ましいと考えております。

次に、行政問題の３点目、総合振興計画と

文化行政への取り組みについての御質問にお

答え申し上げます。

総合振興計画と文化行政への取り組みとし

て、国際文化都市建設に向けて、今後建設す

る公共施設に対し、文化向上のため１％予算

を上積みし、当市のシンボルとなるようなま

ちづくりを目指してはとの御提案であります

が、これまでも公共施設への英語看板の設置

や、ミス・ビードル号を活用したモニュメン

トなどにより、三沢らしさを発信してまいっ

てきてございます。

独自の個性や他の自治体にない特色を創出

することは大変意義深いものであると認識し

ております。

今後におきましては、個性や特色をつくり

出すために、個別の事業ごとに事業費を上積

みする方法や、全体的に個性創出に取り組む

方法なども含め、検討してまいりたいと考え

ております。

○議長（舩見亮悦君） １６番。

○１６番（山本弥一君） 再質問をさせてい

ただきます。

まず、第１点目の後期基本計画の予算規模

について再度伺います。

先ほど市長は、今年度は２０４億円余りの

予算を後期基本計画の実現に向けて組んでい

るという答弁。今後についても、おおむね２

００億円程度の予算を組んでまいりたいと、

こういう答弁でありましたが、先ほども前段

で申し上げましたけれども、今、国と地方が

税収が伸び悩む中で、財源不足を国は国債、

地方公共団体は地方債、つまり、借金で賄っ

てきているのが実情であります。

今回示された我が三沢市総合振興計画後期
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基本計画において、今後とも地方債に依存せ

ざるを得ない現況に私はあるのであろう。今

までも本市は多額の負債を抱え、財政運営に

黄色信号を発している中で、財政悪化を招く

ことが心配されます。

そこで、この後期基本計画推進と健全財政

運営を図るため、起債の許容限度額はどの程

度と市長は想像しているのか、答弁を再度い

ただきたいと思います。

次に、基本構想等の議決権についてであり

ます。

現在、法の改正に伴い、議決権は、基本構

想や基本計画には及ばないことになっており

ます。これは、前段で申し上げましたけれど

も、執行部と議会がともに市民に責任を負う

という立場から考えますと、今日の時代の変

化に即応したものではありません。

よって、今後、議会の議決が及ぶよう条例

等で追加する考えがあるのか。条例等で追加

して、どちらにも我々議会の議決権が及ぶよ

うに取り計らいを、先ほど努力する、そうい

うふうに図っていきたいという答弁であった

けれども、条例改正に持っていかれるのがど

うか。ここは市長に答弁いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

○議長（舩見亮悦君） 市長。

○市長（種市一正君） 再質問にお答えをい

たします。

予算の関係で、これからは大変厳しいこと

が予想されるわけで、本当に維持できるのか

というような心配の御質問であったと思いま

す。

冒頭の挨拶でも述べましたけれども、税収

の伸び悩み、さまざまで厳しいということを

申し上げております。そのとおりだと思いま

す。国もああいう形でありますので、やがて

は厳しい対応が迫られるのかなと、そんな思

いはしてございます。

したがいまして、予算の中では、できるだ

け基金を崩さないで云々ということを申し上

げた経過がございます。

議員は、三沢の財政、大変厳しいと御指摘

をいただいたわけでありますが、逆に、奥本

議員からは、そんなにためなくても、使った

らいいのではないかというような話もござい

ました。

この前、東奥日報なりデイリーが、私ども

の財政について報道されましたけれども、借

金も減っておりますし、基金もそれなりに応

分に積んでおります。中でも、事業は下げな

いで何とかやっているわけでありまして、も

ちろんこれからは、いろいろな起債の返還等

もございまして、それらのことを十分踏まえ

ながら、財政問題というものをきちっとしな

ければならないということで、長期的な財政

の方向というものを見きわめながらやってい

るつもりであります。

これから５年間の中で、いわゆる病院の再

建の問題とかさまざまありまして、これはい

ろいろな厳しい局面もあるわけでありますけ

れども、今の段階では、私の頭の中では、３

８億円程度の基金がございますけれども、多

少減るとしても、半分にはならないように努

めてまいりたい。

公債費比率も、当初２３％ありましたけれ

ども、１５％台に減っておりますので、その

辺はひとつ評価していただきたいと、このよ

うに思います。

以上であります。（発言する者あり）

ちょっと忘れました。条例云々というよう

な話がございましたが、今のところ考えてお

りません。

以上であります。

○議長（舩見亮悦君） １６番、よろしいで

すか。（発言する者あり）

以上で、１６番山本弥一議員の質問を終わ

ります。

これをもって、一般質問を終わります。

─────────────────

◎日程第 ２ 議案第 １号から

日程第３０ 議案第２９号まで

○議長（舩見亮悦君） 次に、日程第２ 議

案第１号から日程第３０ 議案第２９号まで

を一括議題といたします。
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─────────────────

◎日程第３１ 議案質疑

○議長（舩見亮悦君） 日程第３１ ただい

ま一括議題といたしました全議案に対し、議

案質疑を行いますが、通告がありませんの

で、議案質疑を終結します。

─────────────────

◎日程第３２ 特別委員会の設置及

び議案の付託

○議長（舩見亮悦君） 日程第３２ 特別委

員会の設置及び議案の付託を行います。

お諮りします。

ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、１６名をもって構成

する予算審査特別委員会、８名をもって構成

する補正予算審査特別委員会、同じく８名を

もって構成する条例等審査特別委員会をそれ

ぞれ設置し、これに付託の上、慎重に行いた

いと思いますが、これに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、予算審査特別委員会、定数１６

名、補正予算審査特別委員会、定数８名、条

例等審査特別委員会、定数８名をそれぞれ設

置し、これに付託することに決しました。

それでは、議案の付託を行います。

予算審査特別委員会には、議案第１号から

議案第９号までの９件を、補正予算審査特別

委員会には、議案第１０号から議案第１７号

までの８件を、条例等審査特別委員会には、

議案第１８号から議案第２９号までの１２件

をそれぞれ付託します。

─────────────────

◎日程第３３ 特別委員会委員の選

任

○議長（舩見亮悦君） 日程第３３ 特別委

員会委員の選任を行います。

ただいま設置されました３特別委員会の委

員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、お手元に配付しております

特別委員会委員及び付託議案一覧表のとおり

指名します。

なお、特別委員会委員の方々は、本日散会

後、委員長、副委員長をそれぞれ互選し、議

長まで報告願います。

また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、はじめに、予算審査特別委員

会を大会議室において行い、引き続き、補正

予算審査特別委員会を大会議室、条例等審査

特別委員会を第２会議室において、それぞれ

願います。

─────────────────

○議長（舩見亮悦君） 以上で、本日の日程

は終了しました。

なお、明日から１３日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。

次回本会議は、１４日午前１０時から会議

を開きます。

本日は、これをもって散会します。

午前１１時４４分 散会


